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桑折町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則 

平成12年３月30日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桑折町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例（平成12年桑折町

条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成の際の控除額） 

第２条 条例第４条第１項に規定する規則で定める額は、条例第３条第１項及び第２項

に規定する者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯（ひとり親家庭の親及び児童

をもって１登録世帯、父母のない児童をもって１登録世帯とする。）ごとに合算して

一月あたり1,000円とする。 

（受給資格の登録） 

第３条 条例第５条に規定する申請書は、第１号様式によるものとし、受給資格の登録

日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を受理し

た日が月の初日であるときは、その日とする。 

２ 条例第５条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する７月31日ま

で有効とし、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、事前に

第１号様式による登録更新申請書を提出しなければならない。 

３ 申請者と同居する扶養義務者がいる場合は、第１号様式の申請書に扶養義務者の前

年（１月から７月１日までの間に受給資格の登録がなされる場合は前々年）の所得課

税証明書を添えなければならない。ただし、町長が公簿等により確認することができ

る場合は、これを省略できる。 

（受給資格者証の交付） 

第４条 町長は、条例第５条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適

合するかどうかを審査し、適合するときは当該申請者に対し第２号様式による受給資

格者証を交付する。 

（助成の申請） 

第５条 条例第６条に規定する申請は、第３号様式の申請書に、別表に掲げる書類を添

付して行わなければならない。 
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（助成の決定） 

第６条 町長は、条例第６条の申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定

し、第４号様式により決定通知書を申請者に通知し、助成金を交付するものとする。 

（変更届出の義務） 

第７条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、第５号様式の変

更届出書に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項 

(3) ひとり親家庭の児童の受給資格 

(4) その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項 

（受給資格者証の再交付） 

第８条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受け

ようとする者は、第６号様式の再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けるものと

する。 

（受給資格者証の返還） 

第９条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該

ひとり親家庭の親が、父母のいない児童にあっては当該父母のいない児童（当該父母

のいない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等）が、速やかに受給資

格者証を町長に返還しなければならない。 

附 則 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 桑折町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則（昭和59年規則第10号）は、

廃止する。 

３ 平成12年４月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則

第３条の規定にかかわらず、平成12年４月１日とする。 

 


